千葉市緑地保全・緑化推進法人指定実施要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、民間団体や市民による自発的な緑地の保全、緑化の一層の推進を図るため、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号。以下「法」という。）第６９条第１項に規定する緑地保全・緑化推進法人（以下「推進法人」という。）の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。

（指定の申請）
第２条　法第６９条第１項の規定により推進法人の指定を申請しようとする者は、緑地保全・緑化推進法人指定申請書（様式第１号）に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出するものとする。
（１）定款、寄附行為又はこれらに類する書類
（２）法人登記事項証明書又はこれに類する書類
（３）役員名簿
（４）申請者の組織及び沿革を記載した書類
（５）事業報告書及び収支決算書（過去３年間）
（６）事業計画書及び収支予算書（当年度）
（７）法第７０条各号に掲げる業務に関する業務計画書及び資金計画書
（８）その他市長が必要と認める書類

（指定）
第３条　市長は、前条の申請があり、法第６９条第１項に規定する要件を満たすと認められるときは、申請者を推進法人として指定し、緑地保全・緑化推進法人指定通知書（様式第２号）により通知するものとする。審査の結果、指定できないときは、緑地保全・緑化推進法人に指定できない旨の通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。

（変更の届出）
第４条　推進法人は、法第６９条第３項に規定する変更を届け出るときは、緑地保全・緑化推進法人変更届（様式第４号）を市長に提出するものとする。

（改善命令等）
第５条　市長は、法第７２条に規定する改善を命ずるときは、緑地保全・緑化推進法人業務改善命令書（様式第５号）により行うものとする。
２　推進法人は、前項の命令に基づき必要な措置をとったときは、その内容を緑地保全・緑化推進法人業務改善報告書（様式第６号）により速やかに市長に報告するものとする。

（指定の取消し）
第６条　市長は、法第７３条の規定により推進法人の指定を取り消したときは、緑地保全・緑化推進法人指定取消通知書（様式第７号）により通知するものとする。

（公示の方法）
第７条　法第６９条第２項及び第４項並びに法第７３条第２項の規定による公示は、告示により行うものとする。

（業務の報告）
[bookmark: _GoBack]第８条　推進法人は、毎事業年度の終了後３か月以内に、次に掲げる書類を市長へ提出し、業務の報告を行うものとする。
（１）前年度の事業報告書及び収支決算書、並びに推進法人の業務に関する業務報告書及び収支決算書
（２）当年度の事業計画書及び収支予算書、並びに推進法人の業務に関する業務計画書及び収支予算書
２　市長は、必要と認めるときは、推進法人に対して前項各号に掲げるもの以外の書類の提出を求めるものとする。

　　　附　則
この要綱は、平成　　年　　月　　日から施行する。
